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7 月 14 日、岸田首相は 7 月 8 日に死去した安倍元首相の「国葬」をこの秋におこなうことを表明し、

7 月 22 日に閣議決定しました。 

「国葬令」は日本国憲法の政教分離に反するため 1947 年に失効し、現行法には「国葬」の規定はあり

ません。戦後唯一の例外として挙行された吉田茂元首相の国葬に関しても、塚原敏郎総務長官（当時）

は「根拠になる法律もなく苦労した」と述べています。佐藤栄作元首相に関し、国葬の実施が検討され

た際も、「法的根拠が明確でない」とする内閣法制局の見解等によって見送られた経緯があります。岸田

首相が内閣設置法の内閣の所掌事務の「国の儀式」にあたるとして、閣議決定があれば国会を無視して

実施可能とする解釈は到底認められません 

多くの国民は、参議院選挙の遊説中に銃撃され不慮の死を遂げた安倍元首相を追悼する思いを持ち、

いかなる理由があろうとも暴力によっていのちを奪う行為を許すことができないと考えています。しか

し、「国葬」の実施について国民的な合意がないこともまた明らかです。「国葬」は安倍氏の政治を美化

し、故人への賛美を国民に強要することにほかならず、民主主義を損なうものです。 

現時点で「国葬」がどのようなかたちでおこなわれるかは不明確ですが、もしも学校を含む官公署に

おける弔旗掲揚等が強制されるとすれば、子どもや教職員に弔意を押しつけることになります。憲法第

19 条の思想・信条の自由の保障に抵触し、個人の内心を統制することにほかならず、許されません。岸

田首相は「国葬」によって「我が国は暴力に屈せず、民主主義を断固として守り抜くという決意を示し

ていく」と述べていますが、そもそも個人の死を政治利用することは厳に慎むべきです。岸田首相は、

安倍氏が歴代最長の通算 8 年 8か月の間、首相を務めたことなどを「国葬」実施の理由としました。し

かし、2 度にわたる安倍政権のもと、教育基本法は改悪され、教育現場に安倍「教育再生」が押しつけ

られました。いったん制度化された高校授業料無償化に所得制限が導入され、救貧対策に変質させられ

ました。集団的自衛権行使容認の閣議決定に続き、安保法制=「戦争法」の成立を強行し、新自由主義的

な経済政策である「アベノミクス」は、貧困と格差の拡大を深刻化させました。森友・加計学園問題や

桜を見る会など権力の私物化をすすめ、国会の議論を軽視し、政治の劣化がすすみました。これらの事

実に対して、長野高教組は批判し、多くの人々とともに政策転換を求め続けてきました。 

「国葬」の是非について各種世論調査でも国民の議論は二分しています。またその費用は全額国費で

賄われるとされており、国民の声を幅広く聞くことは不可欠です。さらに、銃撃事件の容疑者の動機が、

旧統一教会への恨みと報じられていることからも、政治家と宗教団体の関係について明らかにすること

もきわめて重要です。 

長野高教組は、岸田首相による故安倍氏の「国葬」実施の閣議決定に強く抗議し、その撤回を求める

とともに、 多くの人々と力を合わせ、憲法をいかし、民主主義にもとづく政治の実現と、一人ひとりを

大切にする教育と社会の実現を求める決意を表明します。 

 


